
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第３３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年１２月３０日（日） ００時２０分ごろ 

発生場所 広島県広島港元宇品東岸 

 広島市所在の広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位２２０°２１

０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.７′ 東経１３２°２７.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第三十五明神
みょうじん

丸、１７８トン 

 １２９５０２、リーマリン株式会社 

Ｂ はしけ 福栄
ふくえい

丸、全長４０ｍ 

なし、個人所有 

Ｃ プレジャーボート ＳＴＯＣＫ
ス ト ッ ク

、１１トン 

２９０－３５５９４広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 作業員Ｂ、免状なし 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士･特殊小型船舶操縦士･特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 船体右舷前部に破口を伴う亀裂、左舷外板に亀裂等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、アルミニウム粉末約１,２０

０ｔを積載して満載状態となったＢ船をえい
．．

航し、広島港の元宇品東

防波堤北端を微速力で左転したのち、Ｂ船を着岸させるため、えい
．．

航

索を放して停船し、惰力で前進するＢ船が投錨するのを待っていた。 

Ｂ船は、作業員Ｂが１人で乗船し、えい
．．

航索が放されて惰力で南西

進を行い、作業員Ｂが、船首ウインドラスのそばに立って周囲を見な

がら、投錨の準備を行っていた。 

作業員Ｂは、前方の桟橋の約２０ｍ手前で停船するつもりで右舷側

に投錨したが、平成２４年１２月３０日００時２０分ごろ、錨鎖を伸

出しながら、惰力で前進したＢ船の船首が、係留していたＣ船の右舷

側前部に衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、桟橋に係留中、船長Ｃが、エン

ジン音が聞こえたので、船内から出て見たところ、Ｂ船がＣ船の方に



 

向かって来ることを認めて危険を感じ、Ｂ船の船首にいた作業員Ｂに

声を掛けたが、Ｂ船とＣ船が衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約２２６cm 

 その他の事項 

 

作業員Ｂは、本事故発生場所付近への着岸経験が豊富であり、本事

故当時、着岸作業の指揮を執っていた。 

Ａ船とＢ船との間の連絡は、距離が近かったので、肉声及び身振り

で行っていた。 

Ａ船は、Ｂ船が行きあしを止めた後、Ｂ船の係留索を取って岸壁へ

係止する予定であった。 

船長Ａは、Ｂ船の投錨を待っているとき、作業員Ｂが投錨するのが

いつもより遅いと感じていた。 

Ｂ船は、舵及び機関は備え付けられておらず、錨は１つ（重量約１

ｔ）であり、左右のどちらにも投錨が可能であった。 

Ｃ船は、船室内の灯りがついていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ｂ船は、広島港元宇品東岸へ着岸作業中、投錨が遅れたことから、

惰力で前進し、Ｂ船の船首が係留中のＣ船の右舷前部に衝突したもの

と考えられる。 

作業員Ｂは、投錨して減速する際、Ｂ船が満載状態で行きあしが止

まりにくくなっていることへの配慮が適切でなかったことから、投錨

が遅れた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ｂ船が、広島港元宇品東岸へ着岸作業中、投錨が

遅れたため、惰力で前進し、係留中のＣ船と衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・満載状態で操船するときには、余裕を持った操船を行うこと。 

・非自航船は、引船を支援船として活用すること。 

 


